
１、相談窓口

障がいのある方が、毎日の暮らしのなかで困っていることや不安

に感じていることを、どうやったら解決できるか、専門の相談員

が相談に応じます。

対象者 町内にお住まいで障がいのある方や、ご家族の方など

内容

東栄町社会福祉協議会

対象者 町内にお住まいの方

内容

障害者手帳の手続きや、手当の申請受付などの他に、障がいのあ

る方が毎日の暮らしのなかで困っていることや不安に感じている

ことなどの相談に応じます。

窓口 住民福祉課　電話：76‐0503

内容

福祉に関することで、生活に関わる様々な相談に応じます。必要

な時には、悩みや困りごとを解決するために関係機関や団体等に

紹介や連携をしています。

窓口

窓口

東栄町役場

対象者 町内にお住まいで障がいのある方や、ご家族の方など

東栄町相談支援事業所

東栄町社会福祉協議会　　電話：76－1740

愛厚すぎのきの里 相談支援事業所　　電話：79－3421
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